
１１ 妊娠・出産包括支援推進事業 

○事業概要（市町村事業） 

 

（１）産前・産後サポート事業 
    妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、子育て経験者やシニア世代

等の相談しやすい「話し相手」又は助産師等の専門家等による相談支援等を行い、家庭や地域

での妊産婦等の孤立感の解消を図る。 

   ＜実施方法＞ 

相談支援等、多胎妊産婦等支援、妊産婦等への育児用品等による支援、出産や子育てに悩む

父親に対する支援 

 

（２）こども家庭センター（母子保健機能） 

子育て世代包括支援センター、平成 29年に法定化されて以降、妊娠期から子育て期に至るま

で、地域において切れ目ない支援体制を構築することが重要との観点から、県内においても令

和３年度までに県内の全市町村で設置された。 

こども家庭センターは、母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行う ことにより、全ての

妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を行うとともに、

新たに、支援を要するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成、民間団体と連携しながら支援

体制を強化するための地域資源の開拓などを担うこととされている。 令和４年に改正された児童福

祉法等により、令和６年４月から市町村は「こども家庭センター」の設置に努めなければならない

こととされており、「こども未来戦略」（令和５年 12 月 22 日閣議決定）等において全国展開を図

ることとされている。 

 

 

33



＜市町村の設置実績＞ 

 

令和7年4月1日時点

子ども家庭総合
支援拠点

設置状況
センター名称

（設置していない場合は「未設置」）
設置（予定）時期 設置に関する課題等（R6.3時点）

1 宮崎市
○

R4.4.1～
宮崎市こども家庭センター R6.4.1～

統括支援員及びセンター長の配置、サポートプランの手
交が課題

2 都城市
○

H30.4.1～
都城市こども家庭センター R6.4.1～ 児童福祉機能、母子保健機能の連携体制

3 延岡市
○

R4.4.1～
延岡市こども家庭サポートセンター R5.4.1～ 相談室に十分な広さが確保できなかった

4 日南市
○

R5.5.8～
日南市こども家庭センター R5.5.8～ 施設（設備）⇒新庁舎完成で解決

5 小林市
○

R3.4.1～
小林市こども家庭センター R6.4.1～ 統括支援員の配置、サポートプランの作成。

6 日向市
○

R4.4.1～
未設置 R7.7.1～ －

7 串間市
○

H31.4.1～
串間市こども家庭センター R6.4.1～ センター長、統括支援員の人員配置

8 西都市
○

R4.4.1～
西都市こども家庭センター R6.4.1～

センター長や統括員の配置、場所の確保、情報共有の
仕方

9 えびの市
○

R4.10.1～
えびの市こども家庭センター R7.4.1～ 拠点施設と人員配置

10 三股町
○

R5.2.28～
三股町こども家庭センター R7.4.1～ －

11 高原町
○

R5.4.1～
高原町こども家庭センター R6.4.1～ 専門職の確保

12 国富町
○

R3.12.1～
未設置 R8.4.1～ 予算の確保・人員の確保・場所の確保

13 綾町
○

R4.8.1～
未設置 R9.4.1～ 人材確保

14 高鍋町
○

H29.4.1～
未設置 R8.4.1～ 職員配置

15 新富町
○

R2.4.1～
未設置 R7年度以降 －

16 西米良村
○

R3.4.1～
未設置 未定

専任の職員がおらず、他の業務と兼務で行っているた
め、設置に向けた情報収集や準備に手が回らない。

17 木城町 未設置 木城町こども家庭センター R6.4.1～ 人員配置

18 川南町
○

R4.4.1～
川南町こども家庭センター R7.4.1～ 人材確保と配置

19 都農町 未設置 都農町こども家庭センター R6.4.1～ 人員配置と施設の確保が困難

20 門川町
○

R5.3.20～
川南町こども家庭センター R7.4.1～ 統括支援員の確保

21 諸塚村
○

R5.4.1～
諸塚村こども家庭センター R5.4.1～ 人員の確保

22 椎葉村
○

R5.4.1～
椎葉村こども家庭センター R6.4.1～ －

23 美郷町
○

R5.3.31～
未設置 R8.4.1～ 専門的知識をもった統括支援員の継続的な配置

24 高千穂町
○

R5.3.31～
高千穂町こども家庭センター R7.4.1～

児童福祉部門と母子保健部門が距離が離れた建物に
それぞれ配置されていること。

25 日之影町
○

R5.3.20～
日之影町こども家庭センター R6.4.1～ 人員配置

26 五ヶ瀬町
○

R5.10.1～
未設置 R8.4.1～ 人材育成、人材の確保

設置済　24 R7.4.1時点設置　18 

設置予定　7 設置未定　1

子ども家庭総合支援拠点・こども家庭センターの設置状況等

自治体名

こども家庭センター
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○事業概要（都道府県事業） 

  

母子保健を取り巻く環境には様々な課題があり、多様なニーズに対応した母子保健サービスを

展開する必要がある。県内市町村においては、産後ケアの実施状況を始め、母子保健推進体制の

進捗状況には格差がある状況である。 

連絡調整会議、保健師等の専門職への研修、産後ケア事業等のニーズ把握調査、母子保健関係

の標準･統一様式の作成等を行うことで、県内における母子保健体制の整備を推進する。 

 

 （１）産後ケア事業実施体制推進のための連絡会議 

      産後ケア事業に関する情報共有を図ることで、県内における産後ケア事業実施体制を推進す

ることを目的として実施した。 

    【令和７年度実績】 

    市町村、保健所との連絡会議を 5回実施 

    ・産後ケアに関する意見交換会（令和 7年 10月 7日） 

    ・産後ケア事業の集合契約に向けた地域会議（令和 8年 1月 19、26、28日） 

    ・産後ケア事業に関する行政連絡会（令和 8年 3月 2日） 

 

（２）妊娠届出及び妊婦アンケートの県内標準様式 

妊産婦の切れ目のない支援体制の強化を図ることを目的に、令和２年４月１日より妊娠届

出及び妊婦質問票（県内標準様式）を使用している。 

令和６年度末に様式を一部改定し、毎年産科医療機関等へ配布している。 

 

 （３）母子健康手帳（別冊）・みやざきリトルベビーハンドブック 

         県において、市町村の母子健康手帳配布に併せてお渡しいただく母子健康手帳（別冊）を作

成し、毎年、市町村・保健所へ配布している。 

低出生体重児の成長や発達、メッセージ等を掲載した母子健康手帳のサポートブック 

としてみやざきリトルベビーハンドブックを作成し、令和５年４月１日から周産期母子医療セ 

ンター・市町村窓口で配布を開始した。 

 

（４）今後の取組 

妊産婦に対する切れ目のない支援体制構築を目的として、市町村等を対象に研修会や意見交換

会等を開催する。 

特に産後ケア事業については広域での実施に向けた支援に取り組む。 
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１２ 産後ケア事業 

出産後１年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てがで

きる支援体制の確保を目的とする。実施主体は市町村。 

令和７年４月１日施行の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、産後ケア事業が

「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられ、国、都道府県、市町村の役割を明確化し、計画的

な提供体制の整備を行うこととなった。本県においては、「宮崎県こども未来応援プラン」（令和７年

３月）において、産前産後の支援の充実と体制強化を明記している。 

 

【地域の現状】 

 本県の各形態の実施状況は、令和７年４月調査時点で、短期入所型が 19か所、居宅訪問型が 22か所、

通所型が 24か所の市町村で実施中である。 

 市町村においては、ユニバーサル化に伴い、母子手帳交付時以外に、在胎 8ヶ月の電話相談時、出生届

提出時、新生児訪問・乳幼児訪問実施時など、母と接触できる機会に、繰り返し制度説明や利用の促しを

行っている。また、利用者の利便性向上のためオンラインで申請できるよう整備する市町村もある。 

 市町村や出産時の医師、助産師等による妊産婦への働きかけ等により、産後ケア事業の利用者数は、令

和 5年度は延 2,185件、令和 6年度（暫定値）が延 2,750件であり、令和 7年度は（10月末時点で昨年

の実績を超えるなどの状況もあり、）過去 2年を大きく上回る実績が見込まれ、年々増加傾向にある。 

実施における課題として、現在、市町村が直営または個々で医療機関や助産師等に委託し、事業を

実施しているが、管内に該当施設がない地域は市町村独自の動きでは限界があり、県による市町村支

援（広域調整、助言等）が必要である状況は継続していることから、引き続き、市町村が事業に取り

組みやすい環境を整えるため、実施状況等に関するデータ収集・分析、課題の把握、実施体制の整備

に関する取組等を行う。 

 

【令和７年度実施状況】 

 （１）市町村実施状況調査（別紙参照） 

 （２）実施可能施設調査 

 （３）先行事例調査 

 （４）市町村、保健所との連絡会議 

    日 時：和 7年 10月 7日、令和 8年 1月 19～28日、令和 8年 3月 2日 

    内 容：県内市町村の実施状況や集合契約に向けた意見交換など 

 （５）財政支援（令和７年度より） 

    補助率 国 1/2、県 1/4、市町村 1/4（令和 6年度までは国 1/2、市町村 1/2） 

    予算額 当初予算 13,579千円 

 

 

 

 

 

36



参考：令和７年４月１日現在の実施状況 

 

令和7年度　県内市町村における産後ケア事業の実施体制（R7.4.1現在）

実施

方法
実施場所 実施方法

実施

方法
実施場所

1 宮崎市 ○ 委託 助産所、医療機関 ○ 委託 ○ 委託 助産所

2 都城市 ○ 委託 助産所、医療機関 ○
直営

委託
○ 委託 助産所、医療機関

3 延岡市 ○ 委託 医療機関 ○ 委託 ○ 委託 助産所、医療機関

4 日南市 ○ 委託 助産所 ○ 委託 ○ 委託 助産所、医療機関

5 小林市 ○ 直営

6 日向市 ○ 委託 医療機関 ○ 委託 ○ 委託 助産所、医療機関

7 串間市 ○ 委託 助産所 ○ 委託 ○ 委託 助産所、医療機関

8 西都市 ○ 委託 ○ 委託 助産所

9 えびの市 ○ 直営 ○ 直営

10 三股町 ○ 委託 助産所 ○ 委託 ○ 委託 助産所

11 高原町 ○ 委託 助産所、医療機関 ○ 委託 ○ 委託 助産所、医療機関

12 国富町 ○ 委託 助産所 ○ 委託 ○ 委託 助産所

13 綾町 ○ 委託 助産所 ○ 委託 助産所

14 高鍋町 〇 委託 医療機関 ○ 直営 ○ 直営

15 新富町 ○ 委託 ○ 直営

16 西米良村 〇 委託 助産所 ○ 委託 〇 委託 助産所

17 木城町 ○
直営

委託

18 川南町 ○ 委託 ○ 委託 助産所

19 都農町 ○ 委託 医療機関 ○ 直営 ○ 直営

20 門川町 ○ 委託 医療機関 ○ 委託 ○ 委託 助産所、医療機関

21 諸塚村 ○
委託

検討中

（要綱等）

○
委託

検討中

（要綱等）

○
委託

検討中

（要綱等）

22 椎葉村 ○ 委託 助産所

23 美郷町 ○ 委託 医療機関 ○ 委託 ○ 委託 助産所、医療機関

24 高千穂町 ○ 委託 医療機関 ○ 直営 ○
委託

直営
医療機関、助産所

25 日之影町 ○ 委託 医療機関 ○ 委託 医療機関

26 五ヶ瀬町 ○ 委託 医療機関 ○ 委託 助産所、医療機関

合計

市町村名

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）型 居宅訪問（ｱｳﾄﾘｰﾁ）型 通所（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）型

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）型：19 居宅訪問（ｱｳﾄﾘｰﾁ）型：22 通所（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）型：24
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１３ 若年がん患者等妊孕性温存支援事業 

 

○妊孕性温存療法費用助成事業 

 

１ 事業概要 

がん等の治療によって生殖機能（妊孕性）が低下するおそれがある場合に行う、卵

子・精子の凍結保存（妊孕性温存療法）の治療費及び温存後生殖補助医療（妊孕性温

存療法により凍結した検体を用いる生殖補助医療）に係る費用を助成するもの。 

     

 

２ 助成対象となる治療内容と助成上限額 

 ア 妊孕性温存療法（通算２回まで） 

     

  

 イ 温存後生殖補助医療（妻の年齢により、通算６回又は２回まで） 

対象となる治療 １回あたりの助成上限額 

温存療法により凍結した胚を用いた生殖補助医療 １０万円 

温存療法により凍結した卵子を用いた生殖補助医療 ２５万円（※１） 

温存療法により凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助

医療 
３０万円（※１～４） 

温存療法により凍結した精子を用いた生殖補助医療 ３０万円（※１～４） 

1回あたりの助成上限額

胚（受精卵）凍結に係る治療 35万円

未受精卵子凍結に係る治療 20万円

卵巣組織凍結に係る治療 40万円

精子凍結に係る治療 2万5千円

精巣内精子採取術による

精子凍結に係る治療

対象となる治療

女性

男性
35万円
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  ※１ 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は１０万円 

※２ 人工授精を実施する場合は１万円 

※３ 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場

合は１０万円 

※４ 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調

不良等により治療中止した場合は対象外 

 

３ 実績 

令和４年度 妊孕性温存療法 １３件（実人数９名） 

  令和５年度 妊孕性温存療法  ８件（実人数６名） 

  令和６年度 妊孕性温存療法  ８件（実人数６名） 

 

○がん・生殖医療ネットワーク事業 

１ 事業概要 

  宮崎県とがん及び生殖医療分野における関係医療機関等と連携して「宮崎県がん・

生殖医療ネットワーク」を構築し、妊孕性温存療法を希望する患者に対する支援等を

実施するもの。 

 

２ 実施内容 

(１)生殖カウンセリングの実施 

   妊孕性温存療法を希望する患者に対して宮崎大学医学部附属病院がカウンセリ

ングを行い、対象患者となるかの判断や治療を受けることの意思確認、対象医療機

関への紹介等を行う。 

 

(２)妊孕性温存療法の普及・啓発 

   妊孕性温存療法の内容やその支援事業に関するセミナー・研修会を開催し、事業

の普及啓発を図る。（宮崎大学医学部附属病院への委託事業として実施） 
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村
に
対
す
る

補
助
【
国
庫
補
助
事
業
（
間
接
補
助
）
】

（
国
１
／
２
、
県
１
／
４
、
市
町
村
１
／
４
）

※
各
市
町
村
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
以
下
①
～
⑥
か
ら
適
宜
選
択
し
て
実
施

①
妊
婦
健
診
、
②
出
産
、
③
産
婦
健
診
、
④
産
後
ケ
ア
、
⑤
乳
幼
児
健
診
、
⑥
不
妊
治
療

【
対
象
者
】

自
宅
（
又
は
里
帰
り
先
）
か
ら
最
寄
り
の
分
娩
取
扱
施
設
等
ま
で
概
ね

6
0
分
以
上
の
移
動
時
間
を
要
す
る
妊
産
婦
等

【
助
成
項
目
】

○
交
通
費
（
往
復
）
：
移
動
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
の
８
割
を
助
成
（
２
割
は
自
己
負
担
）

※
公
共
交
通
機
関
・
自
家
用
車
の
利
用
に
つ
い
て
、
旅
費
規
程
に
準
じ
て
算
出
し
た
交
通
費
の
額
（
実
費
上
限
）

 
※

 ①
妊
婦
健
診
、
②
出
産
の
場
合
の
み
、
タ
ク
シ
ー
移
動
も
対
象
と
す
る
。

○
宿
泊
費
（
上
限
１
４
泊
）
：
宿
泊
に
要
し
た
費
用
（
実
費
額
（
旅
費
規
程
に
定
め
る
宿
泊
費
の
額
を
上
限
と
す

る
）
）
か
ら

2
,0

0
0
円
／
泊
を
控
除
し
た
額
を
助
成

※
②
出
産
の
場
合
の
み
対
象

⑵
事
業
の
仕
組
み

県
 

市
町
村

  
妊
産
婦
等

⑶
成
果
指
標

  
妊
産
婦
等
へ
通
院
等
の
支
援
を
行
う
市
町
村
数

現
状
（
令
和
７
年
度
）
９
市
町
村

→
令
和
８
年
度

１
０
市
町
村

事
業
の
概
要

出
産
・
不
妊
治
療
等
に
要
す
る
交
通
費
等
支
援
事
業

令
和
８
年
度

事
業
の
期
間

補
助

補
助

健
康
増
進
課

７
，
８
９
３
千
円

【
財
源
：
国
庫
、
一
般
財
源
】

負
担
金

貸
付

出
資改

【
留
意
事
項
】

○
１
枚
目
（
こ
の
頁
）の
各
項
目
の
枠
や
位
置
は
、
変
更

不
可

○
フ
ォ
ン
ト
も
変
更
不
可

  →
事
業
名
：
Ｍ
Ｓ

 Ｐ
ゴ
シ
ッ
ク

2
4

.0
ポ
イ
ン
ト
太
字

課
名
・
財
源
：
Ｍ
Ｓ

 Ｐ
ゴ
シ
ッ
ク

1
2

.0
ポ
イ
ン
ト
太
字

本
文
：（
項
目
）メ
イ
リ
オ

1
4

.0
ポ
イ
ン
ト

○
白
黒
印
刷
が
基
本

○
財
源
の
書
き
ぶ
り
統
一

・
国
庫
補
助
は
原
則
「国
庫
」と
し
て
、
臨
時
交
付
金
及
び

包
括
交
付
金
の
場
合
の
み
「国
庫
（
臨
時
交
付
金
）」
、

「
国
庫
（包
括
交
付
金
）
」と
す
る
。

・
基
金
の
場
合
は
、
略
称
を
用
い
て
良
い
が
、
以
下
を
参

考
に
部
局
内
で
統
一
を
図
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
宮
崎

再
生
基
金
は
略
さ
な
い
。

→
国
ス
ポ
・障
ス
ポ
基
金
、
医
療
介
護
確
保
基
金

改

改

補
助

補
助
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１４ １か月児・５歳児健康診査支援事業 

 

１ 事業概要（市町村事業）  

   令和５年度に国において「１か月児及び５歳児健康診査支援事業」事業が創設され、令和５年 12

月 28日に発出された母子保健医療対策総合支援事業（令和５年度補正予算分）実施要綱にて、令和

６年 1月 1日から適用された。 

 

２ 市町村の取組状況（令和８年３月現在） 

  １か月児健康診査 ５歳児健康診査 

すでに実施している ２３ヶ所     ７ヶ所  

今後実施予定あり（R8年度） ２ヶ所  ８ヶ所  

検討中 １ヶ所  ９ヶ所 

（うち R9年度予定 ５ヶ所）  

今後実施予定なし ０ヶ所  ２ヶ所  

 

３ 市町村における現状と課題 

 １）１か月児健康診査 

  ・財源等の検討が必要。  ・近隣自治体の実施状況等をみながら検討したい。 

 

 ２）５歳児健康診査 

  ・健診体制の整備 

（健診医、専門職、健診従事スタッフの確保、保健師の知識習得、要フォロー児の紹介先の確保） 

  ・健診後の社会資源の不足 

（地域資源の限界、診断が必要な場合の紹介先の確保） 

・関係機関との連携、事業実施への理解促進等 

（医師会、保育所（SDQの記入方法等）の協力が困難、教育委員会との連携が困難など） 
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４ 今年度の取組 

  ・５歳児健康診査事業推進に関する研修会（令和７年６月１９日） 

   対象：市町村、保健所、福祉こどもセンターの保健師、事務職員等 ６２名 

   講話：県立こども療育センター 小児科医師 森こずえ 氏 

 

  ・令和７年度第２回市町村特別支援教育担当者会における説明（令和７年９月５日） 

   対象：各市町村の教育委員会所属の特別支援教育担当者、県教育研修センター、 

県教育事務所、特別支援教育課職員 ４５名 

 

  ・宮崎県５歳児健診コンソーシアムによる市町村支援の調整 

 

５ 今後の取組 

市町村が事業を開始しやすく取り組みやすい環境を整えるため、実施状況等に関するデータ収

集・分析、課題の把握、実施体制の整備に関する取組等を行う。 
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16 妊婦等相談支援事業（旧：出産・子育て応援事業） 

 

１ 目的・背景 

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、「妊婦のための支援給付」及び妊婦・その配偶者等

に対して面談等により情報提供や相談等を行う「妊婦等包括相談支援事業」を効果的に組み合わ

せて実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を図る。 

※当該事業について、従来の「出産・子育て応援交付金」に代わり、令和７年４月１日施行。 

 

２ 出産・子育て応援事業との変更点について 
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３ 留意事項 

妊婦のための支援給付と出産・子育て応援給付金の相違点 

 

 
新)妊婦のための支援給付 旧)出産・子育て応援給付金 

対 象 者 
１回目：妊 婦 

２回目：妊 婦 １回目：妊 婦 ２回目：養育者 

金 額 
１回目：５万円 

２回目：５万円×胎児の数 

１回目：５万円 

２回目：５万円×出生した人数 

支給時期 

１回目：妊婦支援給付認定後 

(妊娠届出後) 

２回目：胎児の数の届出後 

(出産予定日の８週間前の日 以降) 

１回目：妊娠届出後 

２回目：出産後 

妊娠の定義 医師による胎児心拍の確認 
医師による胎児心拍の確認 または出

産予定日の確認 

流産・死産・ 人

工妊娠中絶の 

取扱 

給付対象 支給対象外 

※法定化に伴い、本給付を「妊娠」に着目した「妊婦のための支援給付」と位置付けたことから、給付

対象を妊婦に限定しています。また、２回目の給付においては、妊娠している胎児の数に応じて給付

することとし、これまで支給対象外だった流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となり

ます。 

※医療機関を受診していたが、市町村に妊娠の届出をしないまま流産等をしてしまった場合など、市

町村が妊娠の情報を把握できない場合においては、市町村は妊産婦に対して事実確認の証明書を

求めることになります。この場合、妊婦(妊婦であった者)からの求めに応じ、医療機関は診断書等によ

り妊娠の事実及び胎児心拍を確認した数を証明していただくことになります。 

なお、旧事業と同様、異所性妊娠については、妊娠の継続が実質的に困難であるため、給付対象

外としています。 

※令和 7 年 4 月 1 日施行となっていることから、令和 7 年 4 月 1 日より前に流産した場合、同日

時点で「妊婦」ではないため、「妊婦のための支援給付」の対象にはなりません。 
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